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お
尋
ね
の
国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
率
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
九
年
八
月
十
日
に
公
表
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
今
後
は
、
国

民
年
金
保
険
料
の
納
付
率
の
算
定
に
必
要
な
デ
ー
タ
の
集
計
作
業
等
を
計
画
的
に
進
め
る
こ
と
に
よ
り
、
速
や
か
な
公
表
に
努

め
て
ま
い
り
た
い
。


